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はじめに 

事業化状況報告システム（以下、「本システム」という。）は、補助事業者のみなさまが採択された事業計画に基づいた

補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以降５年間にわたり行う「事業化状況・知的財産権報告」を実

施するためのシステムです。「事業化状況・知的財産権報告」の報告が行われない場合には、交付規程第２２条に基づき、

補助金の返還及び加算金の納付が必要となります。 

本システムの操作手順や入力の際の注意点等を本マニュアルに記載いたしましたので、必ずお読みください。 

 

※ 本マニュアルは、２０２２年４月リリースの事業化状況報告機能の説明となります。 

※ 本マニュアルに記載されている画面上の金額や日付等は、マニュアル作成用のデータですので、実際は事業の手引

きに従って入力してください。 

※ 実績報告にて採択された事業計画に基づいた補助事業の完了日が変更になった場合は、報告年度が変更になる場

合があります。 

 

 

 

 

ご利用環境 

本システムをご利用いただく際は、指定ブラウザの最新バージョンをお使いください。 

【指定ブラウザ】 

・Google Chrome 

・Microsoft Edge（※） 

・Firefox 

（※）「Internet Explorerモード」は不具合が生じる可能性がありますので使用しないでください。 

 

指定ブラウザ以外の「Internet Explorer」等のブラウザは、不具合が生じる可能性がありますので使用しないでください。 

また、スマートフォン、タブレットは、サポート対象外です。 

 

使用上の注意 

 本システムでは、JavaScriptを使用しています。JavaScriptを無効にしている場合、正常な動作ができない箇所がありま

すので、ご了承ください。 

 本システムでは cookieを使用しています。cookieを無効にしている場合、利用できませんので、ご了承ください。 

 システム上の戻るボタンではなく、ブラウザの戻る・進むボタン、ショートカットキーなどを使用されると正常に画面遷移で

きない場合がありますので、ご注意ください。 

 ３０分以上、画面上のボタン操作による遷移がない場合は、タイムアウトとなります。タイムアウトになると入力途中の 

データは登録されず、ログインし直すことになりますので、ご注意ください。 

 

 

アクセスする URL 

以下の URLよりアクセスしてください。 

https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/ 
  

 
事業化状況報告システムには正しい情報を入力し、 

登録前に必ず確認をして報告を行ってください。  ! 

https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/
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準備する書類 

本システムでは下記の書類の添付と、一部の数字等を転記して登録を行っていただきます。 

※ 決算書類は各年度の確定した書類が必要です ※ 

提出が必要な書類 対象事業者 

① 決算書類  

報告を行う年度の確定した書類が必要です(試算表は不可）。 

個人事業主の場合 ・青色申告決算書または収支内訳書(白色申告) 

 ※全ページの提出が必要です。 

法人の場合 ・損益計算書 

・貸借対照表 

・販管費及び一般管理費明細表(内訳) 

   

全事業者 

② 労働者名簿 または 法人事業概況説明書 
 
 
 
 
※一部事業類型/年度では法人でも労働者名簿の提出を求める場合があります。 

※【給与総額増加要件】(※1)にて採択された法人事業者は法人事業概況説明書の提出が

必須です。 

全事業者 

③ 製造原価報告書 
製造原価報告書を 

作成している事業者 

④ 賃金台帳 
※報告年度のものが必要です。 

※主たる事業実施場所の賃金台帳を必ずご提出ください。 

※下記対象の類型または要件の報告年度の方は、該当年度の賃金台帳も併せて登録して

ください。 

類型または要件の報告年度 該当する年度 

大規模賃金引上枠の 

補助事業終了年度の報告時 
「補助事業終了年度の前年度終了時点」の賃金台帳 

【補助率等引上要件】の 

補助事業終了年度の報告時 

「応募時点で直近の事業年度」と 

「基準年度 ※2」の賃金台帳 
 

一部事業者 (※3) 

※1 下記事業類型にて採択された事業者が対象 

・成長枠 

・グリーン成長枠（エントリー） 

・グリーン成長枠（スタンダード） 

・サプライチェーン強靱化枠 

・成長分野進出枠 （通常類型）  ※ただし【市場縮小要件】で採択された事業者を除く  

・成長分野進出枠 （GX 進出類型） 

 

※2 後述の「③現在の取組状況」入力時、補助率等引上要件対象年度を選択すると自動で設定されます(補助率等引上要件について)  

※3 下記事業類型及び要件にて採択された事業者が対象 

・大規模賃金引上枠 

・大規模賃金引上促進枠 

・成長枠【補助率引上要件】 

・グリーン成長枠（エントリー）【補助率引上要件】 

・グリーン成長枠（スタンダード）【補助率引上要件】 

・成長分野進出枠 （通常類型）【補助率等引上要件】 

・成長分野進出枠 （GX 進出類型）【補助率等引上要件】 

 

※従業員の氏名(フルネーム)が確認できること 
※事業者名の記載があること 
※報告期間の決算日時点のもの 
※従業員がいない場合は、その旨を記載した書類を添付してください 

労働者名簿 

提出の際の

注意 
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１．このシステムでできること 

１－１．「事業化状況・知的財産権報告書」等の作成 

全ての補助事業者は、採択された事業計画に基づいた補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以

降５年間にわたり、以下の内容を報告する必要があります。（交付規程第２５条） 

報告期間は案内メールでもお知らせいたしますが、初回は、原則、補助事業終了年度の決算日の３か月後、２回目以

降は、その翌年度から毎年の決算日の３か月後までに報告いただきます。実績報告にて採択された事業計画に基づい

た補助事業の完了日が変更になった場合は、報告年度が変更になる場合があります。 

 

   ＜報告内容について＞ 

①「事業化状況・知的財産権報告書」 

②「事業化状況等の実態把握調査票」 

③報告年度の決算書類等、必要書類の添付  

 

※ これらの内容は、本システムへ登録することで、報告完了となります。（報告書等の郵送は不要です。） 

※ 登録前には、入力した内容が正しいことを必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・採択された事業計画に基づいた補助事業の事業化、知的財産権の譲渡又は実施権の設定及びその他

補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたときは、補助金額を上限とする金額の納付(収益納

付)をしていただきます（交付規程第２７条第１項） 。 

 

・提出された事業化状況・知的財産権報告書により、事業計画終了時点を含む決算年度の終了時点にお

いて、賃金引上要件（大規模賃金引上枠）、従業員増員要件（大規模賃金引上枠）、事業再編等要件（卒業

枠）、付加価値額要件（グローバルＶ字回復枠）を満たしていないと認められる場合には、補助金の額と通

常枠の補助上限額との差額分を返還していただきます（交付規程第２７条第２項）。 

 

・提出された事業化状況・知的財産権報告書により、成長枠、グリーン成長枠（エントリー）又はグリーン成

長枠（スタンダード）、成長分野進出枠（通常類型）又は成長分野進出枠（ＧＸ進出類型）において、補助金

額又は補助率引上げを受けている補助事業者が事業計画終了時点を含む年度までに条件を満たしていな

いと認められる場合には、支払いを受けた補助金額のうち補助金額及び補助率引上げ分について補助金

を返還していただきます（交付規程第２７条第３項）。 

 

・補助金の交付を受けた事業者は、採択された事業計画に基づいた補助事業の実施による成果の事業化

状況等について報告する義務があります。事業化状況等の報告が行われない場合には、交付規程第２２

条に基づき、補助金の返還及び加算金の納付が必要となります（交付規程第２２条第１項第１０号及び同

条第３項）。 
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２．システムへのログイン方法 

２－１．ログイン 

以下のＵＲＬよりアクセスしてください。 

https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/ 
 

※ 本システムは常時アクセス可能ですが「事業化状況・知的財産権報告」は、報告期間内のみ登録・編集が可能です。 

  （報告期間前は登録することができません。また、事務局への報告が「完了」後は、不備等があり、差戻しとなる場合を

除いて入力ができませんので、ご注意ください。） 

 

本システムのご利用には、Gビズ ID（プライム、メンバー）のアカウントが必要です。事前にご準備をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gビズ ID でログインを 

クリックします。 

ログイン / Login をクリックします。 

Gビズ ID のアカウント ID

とパスワードを入力しま

す。 

 

手順 1 

手順 3 

手順 2 

https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/
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２－２．メインメニュー 

システムにログインすると、メインメニューが表示されます。 

事業化状況報告は、「報告書・申請書」の「事業化状況・知的財産権報告」から行います。 

※初回表示は「事業化状況・知的財産権報告の開始時期に関する確認」になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ログイン後は、画面上部の「事業再構築補助金」をクリックすれば、

どの画面からもメインメニューに戻れます。 
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３．事業化状況・知的財産権報告書の作成（様式第１３） 

３－１．「事業化状況・知的財産権報告書」（様式第１３）作成の主な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収益納付・補助金返還あり 

問題なし 

事務局で事業化状況報告書の内容の確認が完了すると、収益納付や目標未達による補助金返還の有無を確認しま
す。 
収益納付や補助金返還が必要な補助事業者にはその旨通知します。 

（５）収益納付・補助金返還のあり・なしの確認（事務局） 

報告開始日以降にメールでご案内いたします。 

報告開始日のご案内

入力期間中に事業化状況報告及び損益計算書等を本システムに登録します。 
（入力状況が「完了」となることで事業化状況報告が完了します） 

（２）本システムに事業化状況報告を登録（補助事業者） 

本システムに登録されている事業化状況報告の内容に問題がないか事務局にて確認します。 
報告内容に問題があれば、補助事業者に差戻します。（差戻しとなった旨をメールで通知します） 

（３）報告内容の精査（事務局） 

事務局からの指摘事項（事業化状況・知的財産権報告書の画面の「差戻しコメント」
で確認する）について、訂正入力します。 
（入力が完了したら、再度「報告完了」を押下してください） 

（４）報告内容の修正（補助事業者） 

事務局からの通知を受けた補助事業者は、システムで金額、振込先等を確認し、速
やかに事務局が指定した口座に納付してください。 

（６）納付・返還の実施（補助事業者） 

報告完了です。 

採択された事業計画に基づいた補助事業の完了日が属する年度の終了後を初回として、 

以降５年間、同様の報告を行ってください。 

（７）報告完了 

収益納付・補助金返還なし 

問題あり(差戻し) 
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３－２．共通事項 

採択された事業計画に基づいた補助事業の完了日が属する年度の終了後を初回として、以降５年間、毎年の決算日

の３か月後までに「事業化状況・知的財産権報告書」（様式第１３）、「事業化状況等の実態把握調査票」（様式第１３の別

紙）を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「事業化状況・知的財産権報告書」をクリックします。 

※ 初回表示は「事業化状況・知的財産権報告の開始時期に関する確認」に

なります。 

手順 1 

システムに登録されている「補助事業完了（予定）月」及び 

「決算年月」が表示されます。 

採択された事業計画に基づいた補助事業に関して、 

現在の進行状況について当てはまるものを選択します。 

手順 2 

確認をクリックします。 

①を選択した場合は事業化状況・知

的財産権報告書に進みます。 

②～⑤を選択した場合はメインメニュ

ーに戻ります。 

※①を選択後に確認ボタンを押下す

るとこの画面は再表示されませんの

でご注意ください。 

手順 3 
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３－２－１．事業化状況報告の登録フロー 

下記の順で記入やファイル登録を行い、報告を完了します。 

※審査完了後は修正することができませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システムへの登録状況が表示されます。 

システムの画面遷移が表示されます。 

報告完了後に差戻しが発生した場合、上部にメッセージが表示され、該

当の年度の背景色が橙色に変更されます。 

 

補助事業の実施成果の事業化等の有無や段階、

補助事業の取引形態を選択します 

知的財産権等の取得状況を入力します 

決算時点での資本金、従業員数、総売上、人件費

や補助事業の見通し等を入力します 

製品、商品、サービスの売上や原価等を入力します 

入力された情報から算出された本年度納付額を確

認します 

決算書や労働者名簿等の必要ファイルを登録しま

す 

その他のデータを入力します 

文書発信年月日を入力し、報告書を印刷します 

上記の必要項目に入力やファイル登録を行い、 

報告ボタンを押下すると報告完了となります 

①事業化状況 

②知的財産権等 

③現在の取組状況 

④製品等情報 

⑤本年度納付額 

⑥損益計算書等 

⑦その他のデータ 

⑧文書発信年月日 

 報告完了 
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３－２－２．項目の登録方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－３．登録した項目の修正方法 

 

 

 

 

 

 

３－２－４．入力状況の確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－５．？マークについての補足説明 

 

  

「未入力」をクリックすることで該当項目の登録ページに推移します 

1. 入力がされていない項目は、「未入力」と表示されます。 

2. 「未入力」項目があると以降の項目の登録ができません。①事業化状況から順番に登録が必要です 

3. 登録（報告）された内容により、入力不要な項目は「なし」と表示され、次の項目の入力に続きます。  

4. 入力が完了した項目には、登録した年月日が自動的に表示されます。  

登録データを修正する場合は日付をクリックします 

 

①～⑧までの項目が全て入力され、⑧文書発信年月日内で報告完了が

押されて事務局への報告が完了している状態です。 

入力状況 完了 

 

 

①～⑧までの箇所で一部入力中または全て入力されているが報告完了が押さ

れていない（報告が完了していない）状態です。 

報告完了後に事務局の審査にて差戻しが発生した場合も「入力中」となります。 

入力状況 入力中 
事務局から差戻しがあった際は
詳細のボタンが表示されます。 

       が表示されている箇所にカーソルを合わせると

左のように補足文が表示されます。 

 

 ? 
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３－３．「①事業化状況」を登録する 

採択された事業計画に基づいた補助事業の実施による事業化状況を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「①事業化状況」の「未入力」をクリックします。 

手順 1 

 

＜「事業化有り」の場合、以下より該当する段階を選択＞ 

 

第１段階：製品の試作・販売、又はサービスの提供に関する宣伝等を行

っている。 

第２段階：注文（契約）が取れている。 

第３段階：製品が１つ以上販売されている、又はサービスが１回以上提

供されている。 

第４段階：継続的に販売・提供実績はあるが利益は上がっていない。 

第５段階：継続的に販売・提供実績があり利益が上がっている。 

※「継続的に販売」とは「初めて売り上げが計上された年以降は毎年度、

当該事業の売上を計上していること。ただし、直近年度のみ売上が計上さ

れている場合は複数顧客に製品・サービスを販売していること」を意味しま

す。 

手順 3 

 

＜補助事業の実施成果の事業化有無の選択＞ 

補助事業の実施成果の事業化について 

「事業化有り」もしくは「事業化無し」をご選択ください。 

製品の試作・販売、又はサービスが提供されていない場合

であっても、製品の試作・販売、又はサービスの提供に関

する宣伝等を行っている場合は「事業化有り」を選択くださ

い。 

【事業化とは】 本事業で開発した製品の試作・販売、又

はサービスの提供に関する宣伝等を行った段階で、事

業化となります。 

（設備投資のみの場合は生産開始した時点）  

手順 2 

 

＜知的財産権等の譲渡又は実施権の設定有無の選択＞ 

補助事業終了後から報告対象年度末までの期間における「知的

財産権等の譲渡又は実施権の設定」の有無を選択します。 

補助事業者自身で出願した知的財産権等及び他社から取得

した知的財産権等（取得財産等管理台帳に記載された知的

財産権）について、譲渡した、もしくは、それらの知的財産権

等を活用して収入（売上）が発生していた場合は「有」を選択

してください。 

手順 4 

 

＜主な製品またはサービスの提供先を下記より選択＞ 

BtoB (提供先が企業や法人の場合) 

BtoC (提供先が一般消費者の場合) 

BtoB及び BtoC  

(提供先が企業や法人、一般消費者、両方の場合) 

 

手順 5 

 

 

【事業化無しを選択】または【事業化有り:第 1,2段階】を

選択された場合、後の項目の③現在の取組状況「成果、事

業化の見通し」に「活動状況」と「収益化に向けた今後の

見込み」を記入していただきます。 
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選択を終えたらページ下部の登録ボタンをクリックします。 

↓ 

登録確認画面で内容を確認の上、登録実行をクリックします。 

↓ 

登録完了画面が表示された後、次のステップへ進む場合は②知的財産権等登録画面へ進む をクリックします。 

 

手順 6 
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＜「知的財産権等の取得状況」について＞ 

本事業で開発した技術等や本事業で他社から取得した知的財産権等（取得財産等管理台帳に記載された財産）を活用して、補

助事業者自ら出願（取得）した知的財産権等のみについて入力してください。（前回までの報告で出願中となっていたものを取り消

した場合も含みます。） 

３－４．「②知的財産権等」を登録する 

前頁で登録した事業化状況での「知的財産権等の譲渡又は実施権の設定」の有無に関わらず、本事業で開発した技

術等や本事業で他社から取得した知的財産権等（取得財産等管理台帳に記載された財産）を活用して、補助事業者自ら

出願（取得）した知的財産権等がある場合は、入力してください。（前回までの報告で出願中となっていたものを取り消し

た場合を含みます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告対象年度毎の出願・取得件数ではなく、交付決定から報告対象年度

終了時点までに出願中・取得済みの全件数が表示されます。 

 

次頁の登録が完了すると、知的財産権等が一覧表示されます。 

 

● 出願中や取得済みの知的財産権等がある場合 

知的財産権等の追加をクリックします。 

● 出願中や取得済みの知的財産権等がない場合 

③現在の取組状況登録画面へ進むをクリックします。 

次のステップへ進みます。 

手順 2 

 

「②知的財産権等」の「未入力」をクリックします。 

手順 1 
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＜知的財産権等一覧について＞ 

知的財産権等の登録完了後は、以下のように登録情報が一覧表示され、修正・削除が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知的財産権等報告内容について＞ 

本事業で開発した技術等や本事業で他社から取得した知的財産権等（取得財産等管理台帳に記載された財産）を活用して、

補助事業者自ら出願（取得）した知的財産権等のみについて入力してください。（前回までの報告で出願中となっていたものを

取り消した場合を含む） 

● 取得状況は、「出願中」⇒ 「取得済み」または「取消し等」など、状態が変わり得るため、前回までに報告したものについ

ても、必須で（毎回）入力してください。 

● 種類欄では、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権（著作権のうちプログラム著作権の場合は「著作権 P」とする）

等の種類を選択してください。 

● 外国特許の場合は、種類の先頭に出願国（PCT ルールに準拠したアルファベット２文字の国名表記とする）を記入してく

ださい。 

● 備考欄には、知的財産権等の取得に係る最新状況や譲渡及び実施権設定の場合は、相手先（名称・住所・電話）及び条

件（契約日・契約期間・金額等）を具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜知的財産権等報告内容を入力＞ 

交付決定から報告対象年度終了時点までに出願・取得等した知的財産権等について、「取得状

況」、「種類」、「出願日」、「出願番号」、「出願人」、「審査請求日」、「登録番号」、「技術内容」、「備

考」を入力します。「出願番号」・「登録番号」は、ハイフンがあればハイフンも入力してください。 

※「取得状況」は、前回までに報告したものについても、必須で（毎回）入力してください。 

手順 3 

 

登録をクリックします。 

↓ 

登録確認画面が表示されますので、登録実行をクリックします。 

↓ 

登録完了画面が表示されますので、続けて製品等を登録する場

合は、知的財産権等報告登録を続けるをクリックし、登録を続け

ます。 

誤って登録した情報を削除する場合には、 

削除をクリックします。 

登録した情報を編集する場合には、「出願番号」を

クリックしてください。 

（例．取得状況を出願中→取得済にする場合） 

手順 4 
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３－５．「③現在の取組状況」を登録する 

事業化状況報告と併せて登録する損益計算書等を基に登録を行います。 

 

 

 

 

 

  

事業化状況等の実態把握調査票の 

「③現在の取組状況」の「未入力」をクリックします。 

事業形態別 転記(計算)元書類と項目 

転記元書類と項目 
個人事業主 法人 

青色申告決算書 収支内訳書(白色) 決算書 

（１） 資本金 
個人事業主に資本金の概念は無いため 

0で問題ありません 
貸借対照表同項目 

（２） 従業員数 労働者名簿または法人事業概況説明書で確認できる正しい数を記入 

（３） 総売上高 
売上(収入)金額 

(雑収入を含む) 
収入金額の合計 損益計算書内同項目 

（４）-① 営業利益 
「利子割引料」+「(売

上-原価-経費)差引金

額」 

「利子割引料」+「専

従者控除前の所得

金額」 

損益計算書内同項目 

（４）-② 営業外費用 「利子割引料」 損益計算書内同項目 

（４）-④ 人件費  
※一例 

「福利厚生費」+「給与賃金」 

販売費及び一般管理費（内

訳）の給与等人件費+原価

報告書等の労務費等 

人件費の詳細については、公式 HP>よくあるご質問>その他>Q3人件

費の定義は何か。を参照ください。 

（４）-④ 人件費 記入例 決算書などに記載された科目ごとに記入してください。 

福利厚生費 999,999 

賃金給料 999,999 

※事業化に関する状況は、報告対象期間内に確定した直近の決算数値を用いてください。 

※試算表に記載された数値や確定前の数値の入力は行わないでください。 

※「補助金交付申請時」

は応募または交付申請

時の入力内容が自動表

示されます。 

会社全体の決算額で

はなく補助事業を実施

する部門等の決算額が

表示されている方はお

問い合わせください。 

入力した金額の確認をし

たら、チェックを入れてくだ

さい。 

 
正しい内容を入力し、 

登録前に必ず確認をしてください  ! 

＜補助事業完了年度末の開始年月日・終了年月日」を確認・修正＞ 

※ 「補助事業完了年度末」の入力欄は補助事業終了年度（１回目報告）の

み入力可能。「現在」の入力欄は補助事業終了年度の１年後（２回目報告）

以降で入力可能となります。 

※ 前年度にて月日まで登録されていない場合には表示が相違している場

合があります。 

※ 個人事業主に関しては各年度ともに 1/1～12/31 に固定されています。 

手順 2 

 

＜補助事業完了年度末と入力時点の会社全体の 

「資本金」、「従業員数」、「総売上高」、「人件費」を入力＞ 

手順 3 

 

手順 1 
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＜減価償却費を入力＞ 

自社の減価償却費を科目ごとに科目名と金額を入力してください。 

 転記元書類と項目 

減価償却費(原価) 製造原価報告書に記載の同項目 

減価償却費(販売費及び一般管理費) 販売費及び一般管理費（内訳）に記載の同項目 

 

手順 4 

 

＜給与総額増加要件に該当する場合のみ給与総支給額を入力＞ 

給与総額増加要件に該当する方のみ表示がされます。 

※法人の場合は、該当報告年度の法人事業概況説明書裏面の「人件費」
に記載の金額を入力してください。 

【大規模賃金引上枠】または【給与総額増加要件】【補助率等引上要件】が含まれる類型に 

該当する場合は、次の項目で別途登録していただく内容があります。 

 

表示されない方(該当しない方)はこちらをクリックしてください(次の「今後の見通しについて」説明ペ

ージに移動します)。 

表示がある方のみ 
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３－５－１．「大規模賃金引上枠」 ※該当する方のみ登録 

事業類型が【大規模賃金引上枠】に該当する場合は「大規模賃金引上枠」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

３－５－２．「給与総額増加要件について」 ※該当する方のみ登録 

【給与総額増加要件】が含まれる類型に該当する場合は「給与総額増加要件について」が表示されます。 

補助事業終了年度の事業化状況報告の際には、「応募時点で直近の事業年度」の給与総支給額を入力してください。 

 

 

  

補助事業終了年度以降の給与総支給額については、③現在の

取組状況内で入力していただいた金額が自動で反映されます。 

補助事業終了年度の前年度終了時点の従業員数、事業場内最低賃金は、

実績報告時に記入した数値となっています。 

初回報告時には、⑥損益計算書等でこの年度の賃金台帳の登録も

必要になります。 

＜現在の事業場内最低賃金を入力＞ 

今回の報告年度の終了月時点の事業場内最低賃金を

入力してください。 

手順 2 

 
＜応募申請時点の事業場内最低賃金を入力＞

初年度報告の際にのみ入力します。 

手順 1 

 

入力した金額の確認をし

たら、チェックを入れてくだ

さい。 

入力した金額の確認をし

たら、チェックを入れてくだ

さい。 

＜応募時点で直近の事業年度の給与総支給額を入力＞ 

法人の場合 

 

 

 

 

個人事業主の場合 

手順 1 

 

応募時の直近の事業年度の法人事業概況説明書裏面

記載の「人件費」の金額 

青色申告の方 

応募時の直近の事業年度の所得税青色申告決算書に

記載の、「給与賃金」、「専従者給与」、「青色申告特別

控除前の所得金額」の合計 

白色申告の方 

応募時の直近の事業年度の収支内訳書に記載の、 

「給与賃金」、「専従者給与」、「白色申告事業専従者控

除前の所得金額」の合計 

該当年度の書類が必要です 

応募時点で直近の事業年度です。 

初回報告時には、⑥損益計算書等でこの年度の

法人事業概況説明書(個人事業主の方は青色申

告決算書又は収支内訳書)の登録も必要になり

ます。 

該当年度の書類が必要です 
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３－５－３．「補助率等引上要件について」 ※該当する方のみ登録 

【補助率等引上要件】が含まれる類型に該当する場合は事業化状況報告初年度において 

「補助率等引上要件について」が表示されます。本画面が表示された場合は、指定の項目に入力をしてください。 

 

 

  

＜給与形態で④その他を選択された方は入力＞ 

以下 2 点を入力してください。 

① 給与金額の内訳 

② 最低賃金の計算方法  

手順 4 

 

＜給与形態を選択し、形態に合わせ給与金額等の入力＞  

該当の給与形態をご選択の上、対応する金額や時間を記入して下さい。

④その他を選択した場合は手順 4 も行ってください 

給与形態 
給与金額に 

入力する金額 

所定労働時間※

の記入 
他 

①時給 時給   

②日給 日給 必要  

③月給 月給 必要  

④その他 給与金額  手順 4 へ 

※「所定労働時間」とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時

刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間を指します。 

※法定労働時間とは異なる場合がありますのでご注意ください。 

手順 3 

 

＜補助率等引上要件対象年度を選択＞ 

※補助率等引上要件対象年度を選択すると、 

基準年度が自動で選択されます。 

手順 1 

 

初回報告時には、⑥損益決算書等で 

① 応募時点で直近の事業年度 

② 基準年度 

③ 補助率等引上要件対象年度 

上記 3 年度分の賃金台帳の登録が必要です。 

※同一の年度がある場合は 2年分 

該当年度の書類が必要です 
 ＜給与総支給額を入力＞ 

① 基準年度(手順 1 で自動で選択された年度) 

② 補助率等引上要件対象年度 

給与総支給額は法人事業概況説明書２ページ目の 

「人件費」の金額を入力してください。 

※応募時点で直近の事業年度の給与総額については、「給

与総額増加要件について」で入力した金額が反映されます。 

手順 2 

 

入力した金額の確認をし

たら、チェックを入れてくだ

さい。 

 
正しい内容を入力し、 

登録前に必ず確認をしてください  ! 
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３－５－４．「今後の事業化の見通しについて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録をクリックします。 

手順 4 

 

＜「総事業費（税込み）」及び「自己負担額（税込み）」の入力＞ 

補助事業終了年度末時点までの累計額（１回目）の場合は補助事業開始から補助事業終了年度末までに

係った「総事業費（税込み）」及び「自己負担額（税込み）」を入力します。 

※実績報告書（様式第６）にて計上された科目のみが自己負担額の対象となります。 

補助事業終了年度の 1年後（2回目）以降の場合は当該年度の「自己負担額（税込み）」を入力します。 

ただし事業化し製品を販売又はサービスを提供している場合、各年度の自己負担額は０円と記載してください。 

手順 2 

 

入力した金額の確認をしたら、チ

ェックを入れてください。 

＜報告対象期間における「成果、事業化の見通し」を入力＞ 

事業化の有無にかかわらず、必ず入力してください。 

①事業化状況で【事業化なし】もしくは【事業化有り 第１、2 段階】を選択された場合は、 

採択された事業計画書に基づく補助事業に関する 

現在の「活動状況」と「収益化に向けた今後の見込み」を必ず記入してください。 

手順 1 

 

＜報告対象期間における「認定経営革新等支援機関の関与・支援等の状況」を入力＞ 

事業化の有無にかかわらず、必ず入力してください。 

手順 3 

 

入力した金額欄の単位が「円」で間違いな

ければ、チェックを入れてください。 
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手順 8 

 

登録確認画面で登録実行をクリックします。 

↓ 

登録完了画面が表示された後、次のステップへ進む場合は④製品等情報登録画面へ進む をクリックします。 

※ 「(採択された事業計画に基づいた)補助事業の実施成果の事業化」を「事業化無し」とし、かつ「知的財産権等の譲渡又は実

施権の設定」を「無」とした場合は、⑤本年度納付額画面へ進む が表示されますので、クリックし次へと進みます。 

手順 6 

 

【１、２の内容が正しい場合】 

チェックを入れた後に 承諾 をクリックします。 

【１、２の内容に修正が必要な場合】 

キャンセル をクリックして事業化状況一覧へ戻るを押下ください。 

届出の提出に関しては下記ホームページをご参照ください。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/jigyouka/ 

手順 5 

 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/jigyouka/
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３－６．「④製品等情報」を登録する 

「採択された事業計画に基づいた補助事業の実施成果の事業化」を「事業化有り」（第１段階～第５段階）」とした場合

や「知的財産権等の譲渡又は実施権の設定」を「有」とした場合は、製品情報を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－６－１．④製品等情報 ※の表記がある事業者向け 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「製品等情報一覧」は、知的財産権の譲渡又は実施権

の設定、及び成果の他への供与を含みます。 

 

※ 上記項目の「事業化に関する状況について」

において、どちらかが「有」の場合は、必ず製品等

情報を登録してください。 

事業化状況等の実態把握調査票の 

「④製品等情報」の「未入力」または「年月日」

をクリックします。 

手順 1 

 
「補助事業の成果に基づく製品、商品、サービスの販売又は譲渡」について 

「採択された事業計画に基づいた補助事業の実施成果の事業化」で「事業化

有り」を登録した場合、「有」が自動で表示されます。 

 

本事業において、開発した成果を事業化（製品化・商品化）し、その事業化し

た製品、商品、サービスを販売した場合や、販売、譲渡したことで収入（売上）

があった場合は、「有」となります（設備投資の場合は、生産を開始し、製品を

販売した場合、「有」となります。）。 

※ 取得財産等管理台帳に記載された財産等を譲渡する場合のことではあ

りません。 

※ 販売とは「商品を販売する活動」を指します。 

次頁の製品等情報と原価算出表を登録すると「製品、

商品、サービスの名称」や「金額」などが表示されま

す。 

※ 前年度の「製品等情報」は表示されません。 

製品等の追加をクリックします。 

※ 「事業化有り」（第１段階～第５段階）の場合は、「製

品、商品、サービスの名称」を必ず入力してください。 

手順 2 

 

④製品等情報 

未入力 

「※」表記が無い方はこちらをクリック 

④製品等情報 

未入力 ※ 

「※」表記ありの方は下記へ 

④製品等情報 

なし 

「なし」の方はこちらをクリック 

(⑤本年度納付額の確認にジャンプします) 

 
正しい内容を入力し、 

登録前に必ず確認をしてください  ! 
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「知的財産権設定等の譲渡または実施権の設定及び成果の他への供与」に

関する内容であるか否かを区別するため、2023 年 6 月 6 日より当項目が追

加されました。該当する場合、チェックを入れてください。 

「製品等情報登録」には、採択された事業計画に基づいた 
補助事業についての金額等を入力してください。 
注意：決算書等に記載されている数値とは異なる数値で問題ありません。 

＜製品等情報登録を入力＞ 

採択された事業計画に基づいた補助事業における以下 3 点を

入力してください。 

① 「製品、商品、サービスの名称」 

② 「販売金額（売上額）」 

③ 「販売数量（売上数量）」と「単位」 

※提出していただいた損益決算書等を基に算出してください。 

手順 3 
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原価報告書を作成していない事業者向け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原価報告書等を作成されていない場合は 

チェックを入れてください。 

＜当該事業の原価を入力＞ 

当該事業の原価には採択された事

業計画に基づいた補助事業の原

価（当該事業の原価算出根拠に基

づく金額）を入力してください。 

＜原価総額を入力＞ 

事業全体の原価（採択された事業計画書に

基づく新規事業の原価を含む）を 

損益計算書、製造原価報告書等に基

づいて入力してください。 

手順 1 

 

手順 2 

 

作成している方 

説明ページへ➡     

作成していない方 

説明ページへ➡     

作成している方 

説明ページへ➡     

作成していない方 

このページから説明     原価報告書 

④製品等情報 

未入力  

「※」表記なし 原価報告書 

④製品等情報 

未入力 ※ 

「※」表記あり 
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「A. 原材料費または売上原価」 

「B. 外注加工費」 

は損益計算書の売上原価に計上されている金額

を入力してください。 

「I.販売費及び一般管理費」 

【法人の場合】 

決算書類の「販売費及び一般管理費」に計上し

ている金額を入力してください。 

【個人事業主の場合】 

青色申告決算書もしくは収支内訳書内の「販売

費及び一般管理費」として計上している金額を入

力してください。 
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登録をクリックします。 

↓ 

登録確認画面で登録実行をクリックします。 

↓ 

登録完了画面が表示された後、次のステップへ進む場合は、 

⑤本年度納付額画面へ進むをクリックします。 

手順 5 

 

入力した金額欄の単位が「円」で間違い

なければ、チェックを入れてください。 

手順 4 

 

＜当該事業の原価算出根拠を入力＞ 

採択された事業計画書に基づく新規事業の原価の算出根

拠を計算式等を用いて具体的にご説明ください。 

※当該事業(新規事業)の原価が総事業費の原価を超える

ことはありません。 

※すべての項目に当該事業(新規事業)の原価算出根拠を

記載してください。 

※数字には必ず単位(円)を記載してください。 

 

【記入例】 

・当該事業(新規事業)の原価が 0 円の場合 

 「計上なし」 

・当該事業(新規事業)の原価が 1 円以上の場合 

 原価総額×〇％ 

 当該事業売上比率○％×原価総額 

 月額賃金○○円×12 か月等 

手順 3 

 

④製品等情報「※」表記ありで原価報告書を作成していない方への説明は以上です。 

こちらをクリックして「製品等情報一覧について」の説明ページに進んでください。 
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原価報告書を作成している事業者向け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原価算出表の項目は、事業化状況報告の報告内容として定めている項目となります。 

※ すべての経費項目を必ず入力してください（該当が無い場合は「0」を入力）。 

※ 原価算出表のみ、小数点第３位を切り上げています。 

＜当該事業の原価を入力＞ 

当該事業の原価には採択された事

業計画に基づいた補助事業の原

価（当該事業の原価算出根拠に基

づく金額）を入力してください。 

手順 1 

 

＜原価総額を入力＞ 

事業全体の原価（採択された事業計画書に

基づく新規事業の原価を含む）を 

損益計算書、製造原価報告書等に基

づいて入力してください。 

手順 2 

 

作成している方 

説明ページへ➡     

作成していない方 

説明ページへ➡     

作成している方 

このページから説明  

作成していない方 

説明ページへ➡     原価報告書 

④製品等情報 

未入力  

「※」表記なし 原価報告書 

④製品等情報 

未入力 ※ 

「※」表記あり 
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「I.販売費及び一般管理費」 

【法人の場合】 

決算書類の「販売費及び一般管理費」に計上し

ている金額を入力してください。 

【個人の場合】 

青色申告決算書もしくは収支内訳書内の「販売

費及び一般管理費」として計上している金額を入

力してください。 

 

「C.労務費」 

「D.製造経費」 

「F.期首仕掛品棚卸高」 

「G.期末仕掛品棚卸高」 

は原価報告書等に計上されている金額を入力して

ください。 

 

 

「A.原材料費または売上原価」 

「B.外注加工費」 

は損益計算書の売上原価に計上されている金額を

入力してください。 
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＜当該事業の原価算出根拠を入力＞ 

採択された事業計画書に基づく新規事業の原価の算出根

拠を計算式等を用いて具体的にご説明ください。 

※当該事業(新規事業)の原価が総事業費の原価を超える

ことはありません。 

※すべての項目に当該事業(新規事業)の原価算出根拠を

記載してください。 

※数字には必ず単位(円)を記載してください。 

 

【記入例】 

・当該事業(新規事業)の原価が 0 円の場合 

 「計上なし」 

・当該事業(新規事業)の原価が 1 円以上の場合 

 原価総額×〇％ 

 当該事業売上比率○％×原価総額 

 月額賃金○○円×12 か月等 

手順 3 

 

入力した金額欄の単位が「円」で間違いな

ければ、チェックを入れてください。 

手順 4 

 

登録をクリックします。 

↓ 

登録確認画面で登録実行をクリックします。 

↓ 

登録完了画面が表示された後、次のステップへ進む場合は、 

⑤本年度納付額画面へ進むをクリックします。 

手順 5 
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＜製品等情報一覧について＞ 

製品等情報の登録完了後は、以下のように登録情報が表示され、修正・削除が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「※」表記あり共通 製品等情報一覧について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登録した情報を削除する場合は、 

削除をクリックします。 

登録した情報を編集する場合は、 

「製品、商品、サービスの名称」をクリック

してください。 

「補助事業に係る本年度収益額」の合計は、「⑤本年度納付額」

の「補助事業の事業化に係る本年度収益額（Ｂ）」に自動表示さ

れます。 

「販売金額」の合計は、「本年度納付額」の「補助事業の

事業化に係る本年度売上額」に自動表示されます。 

補助事業終了年度の１年後（２回目）以降の入力時には、前年度までの「製品等情報一覧」は、表示されません。 

④製品等情報「※」表記ありの方への説明は以上です。 

こちらをクリックして「⑤本年度納付額」の説明ページに進んでください。 
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「製品等情報登録」には、採択された事業計画に基づいた 
補助事業についての金額等を入力してください。 
注意：決算書等に記載されている数値とは異なる数値で問題ありません。 

３－６－２．④製品等情報 ※の表記がない事業者向け 

「採択された事業計画に基づいた補助事業の実施成果の事業化」を「事業化有り」（第１段階～第５段階）」とした場合

や「知的財産権等の譲渡又は実施権の設定」を「有」とした場合は、製品情報を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「知的財産権設定等の譲渡または実施権の設定及び成果の他への供与」

に関する内容であるか否かを区別するため、2023 年 6 月 6 日より当項目

が追加されました。該当する場合、チェックを入れてください。 

＜製品等情報登録 「販売金額（売上額）」の入力＞ 

採択された事業計画に基づいた補助事業における 

 「販売金額（売上額）」を入力してください。 

 

・「総原価」と「補助事業に係る本年度収益額」については以降の入力を進め

ると自動で表示されます。 

※提出していただいた損益決算書等を基に算出してください。 

手順 2 

 

④製品等情報 

未入力 ※ 

「※」表記ありの方はこちらをクリック 

④製品等情報 

未入力 

「※」表記が無い方は下記へ 

④製品等情報 

なし 

「なし」の方はこちらをクリック 

(⑤本年度納付額の確認にジャンプします) 

事業化状況等の実態把握調査票 

「④製品等情報」の「未入力」をクリックします。 

手順 1 
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原価報告書を作成していない事業者向け 

  原価報告書等を作成されていない場合は 

チェックを入れてください。 

「I.販売費及び一般管理費」 

【法人の場合】 

決算書類の「販売費及び一般管理費」

に計上している金額を入力してください。 

【個人の場合】 

青色申告決算書もしくは収支内訳書内

の「販売費及び一般管理費」として計上

している金額を入力してください。 

＜当該事業の原価を入力＞ 

当該事業の原価には採択された事業計画に

基づいた補助事業の原価（当該事業の原価

算出根拠に基づく金額）を入力してください。 

手順 1 

 

＜原価総額を入力＞ 

事業全体の原価（採択された事業計画書に

基づく新規事業の原価を含む）を 

損益計算書、製造原価報告書等に基

づいて入力してください。 

手順 2 

 

「A.原材料費または売上原価」 

「B.外注加工費」 

は損益計算書の売上原価に計上されて

いる金額を入力してください。 

④製品等情報「※」表記なしで原価報告書を作成していない方への説明は以上です。 

こちらをクリックして「当該事業の原価算出根拠」の説明ページに進んでください。 

    

作成している方 

説明ページへ➡     

作成していない方 

このページから説明     

作成している方 

説明ページへ➡     

作成していない方 

説明ページへ➡     原価報告書 

④製品等情報 

未入力  

「※」表記なし 原価報告書 

④製品等情報 

未入力 ※ 

「※」表記あり 
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採択された事業計画に基づいた補助事業の当年の収益を計算するために最も適当な箇所へ原価を入力してください。 

 

 

 

 

原価報告書を作成している事業者向け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原価算出表の項目は、事業化状況報告の報告内容として定めている項目となります。 

※ すべての経費項目を必ず入力してください（該当が無い場合は「0」を入力）。 

※ 原価算出表のみ、小数点第３位を切り上げています。 

＜当該事業の原価を入力＞ 

当該事業の原価には採択された事

業計画に基づいた補助事業の原価

（当該事業の原価算出根拠に基づく

金額）を入力してください。 

手順 1 

 

＜原価総額を入力＞ 

事業全体の原価（採択された事業計画書に

基づく新規事業の原価を含む）を 

損益計算書、製造原価報告書等に基

づいて入力してください。 

手順 2 

 

作成している方 

このページから説明     

作成していない方 

説明ページへ➡     

作成している方 

説明ページへ➡     

作成していない方 

説明ページへ➡     原価報告書 

④製品等情報 

未入力  

「※」表記なし 原価報告書 

④製品等情報 

未入力 ※ 

「※」表記あり 
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「A.原材料費または売上原価」 

「B.外注加工費」 

は損益計算書の売上原価に計上

されている金額を入力してくださ

い。 

 

「I.販売費及び一般管理費」 

【法人の場合】 

決算書類の「販売費及び一般管理費」

に計上している金額を入力してください。 

【個人の場合】 

青色申告決算書もしくは収支内訳書内

の「販売費及び一般管理費」として計上

している金額を入力してください。 

 

「C.労務費」 

「D.製造経費」 

「F.期首仕掛品棚卸高」 

「G.期末仕掛品棚卸高」 

は原価報告書等に計上されている

金額を入力してください。 
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「※」表記なし共通 当該事業の原価算出根拠 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登録をクリックします。 

↓ 

登録確認画面で登録実行をクリックします。 

↓ 

登録完了画面が表示された後、次のステップへ進む場

合は、⑤本年度納付額画面へ進むをクリックします。 

手順 5 

 

 

＜当該事業の原価算出根拠を入力＞ 

採択された事業計画書に基づく新規事業の原価の算出

根拠を計算式等を用いて具体的にご説明ください。 

※当該事業(新規事業)の原価が総事業費の原価を超

えることはありません。 

※すべての項目に当該事業(新規事業)の原価算出根

拠を記載してください。 

※数字には必ず単位(円)を記載してください。 

 

【記入例】 

・当該事業(新規事業)の原価が 0 円の場合 

 「計上なし」 

・当該事業(新規事業)の原価が 1 円以上の場合 

 原価総額×〇％ 

 当該事業売上比率○％×原価総額 

 月額賃金○○円×12 か月等 

手順 3 

 

 

入力した金額欄の単位が「円」で間違いな

ければ、チェックを入れてください。 

手順 4 
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！収益納付額の返納が必要です！ 
審査完了後に納付命令書が送信されます 

※ 当該命令書にしたがって期限内に納付の義務があります ※ 
 

３－７．「⑤本年度納付額」を確認する 

「製品等情報」まで登録が完了しましたら「本年度納付額」を確認してください。 

※差戻し等で③現在の取組状況、④製品等情報の修正を行った場合も再度確認をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「⑤本年度納付額」の「未入力」をクリックします。 

＜「G 本年度納付額」を確認＞ 

この金額を納付いただきます 

※本欄が 1 円以上の方は次ページを必ずよくご確認ください！ 
※「G本年度納付額」が 0 円の方は手順 3 へお進みください。 

手順 1 

 

➅損益計算書等登録画面へ進むをクリックします。 

手順 4 

 

手順 3 

 

＜下記Ａ～Ｆの金額を確認＞ 

A 補助金確定額 

B 補助事業の事業化に係る本年度収益額 

C 控除額 

D 本年度までの補助事業の事業化に係る累計支

出額 

E 基準納付額 

F 前年度までの補助事業の事業化に係る事務局

への累計納付額 

手順 2 

 



 

36 

 

！最終確認完了後の修正対応は致しかねます！ 

＜【事業再構築補助金】事業化状況報告の最終確認のお願いについて＞ 

という件名のメールが送信されます。 

本メール内に記載のある修正可能期間を過ぎると最終確認を完了し、修正対応はお受けできません。 

修正が必要な場合は必ず期限内にご連絡ください。 

！収益納付額の返納が必要です！ 
審査完了後に納付命令書が送信されます 

※ 当該命令書にしたがって期限内に納付の義務があります ※ 
 

 

 

 

 

 

 

  

納付いただく額です 

ポップアップに表示された 1.～3.の

内容をよくご確認いただき、 

了承される場合はチェックを入れ

てください。 

手順 5 

 

【A～Gまでの内容が正しく、1-3 を承諾する場合】 

チェックを入れた後に 承諾 をクリックします。 

【A～Gまでの内容に修正が必要な場合】 

キャンセル をクリックして事業化状況一覧へ戻る 

を押下後、該当ページに戻り、修正してください。 

手順 6 

 

※登録内容が正しいことを確認後に 

➅損益計算書等登録画面へ進む をクリックし

ます。 

手順 7 
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３－８．「⑥損益計算書等」を登録する 

本システムに必要書類を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

３－８－１．事業形態別、登録必要ファイル ※決算書類は各年度の確定した書類を提出ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「⑥損益計算書等」の「未入力」をクリックします。 

手順 1 

 

 

＜事業形態別に下記ファイルを登録＞ 

項目 個人事業主 法人 

損益 

計算書 

青色申告決算書 又は 

収支内訳書(白色) 
損益計算書 

貸借 

対照表 

青色申告決算書 又は 

収支内訳書(白色)(※1) 
貸借対照表 

労働者

名簿 
労働者名簿(※2) 

労働者名簿(※2) 又は 

法人事業概況説明書 

※1 損益計算書に添付したのと同じファイルで構いませんので、全ページ

添付をしてください。 

※2 労働者名簿提出の際の注意 

・従業員の氏名(フルネーム)が確認できること 

・事業者名の記載があること 

・報告期間の決算日時点のもの 

・従業員がいない場合は、その旨を記載した書類を添付してください 

 

ファイルを選択をクリックし、登録するファイルを選択してください。 

※ ファイル形式はＰＤＦを推奨します。 

手順 2 

 

 

 

 

 

 

※主たる事業実施場所の賃金台帳を必ずご提出ください。 
※大規模賃金引上枠の方が補助事業終了年度の報告を行う場合は下部の「その他の登録」に「補助事業終了年度の前年度

の賃金台帳」を登録してください。 

※【補助率等引上要件】の方が、補助事業終了年度の報告を行う場合は「その他の登録」に提出が必要な年度の賃金台帳を

登録してください。 

表示がある方のみ 

＜賃金台帳を登録＞ 

報告対象年度の賃金台帳を登録してください。 
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＜給与総額増加要件確認書類を登録＞ 

報告年度に合わせて、右表に記載の書類を登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 損益計算書に添付したのと同じファイルで構いませんので、 

全ページ添付をしてください。 

表示がある方のみ 

報告年度が補助事業終了年度の場合 

① 応募時点で直近の事業年度 (※2) 

② 補助事業終了年度 

①②それぞれの下記書類を登録してください 

個人事業主 法人 

青色申告決算書 又は 

収支内訳書(白色) (※1) 
法人事業概況説明書 

  

 

 

報告年度が補助事業終了年度の１年後 以降の場合 

報告対象年度の下記書類を登録してください 

個人事業主 法人 

青色申告決算書 又は 

収支内訳書(白色) (※1) 
法人事業概況説明書 

 

 

応募時点で直近の事業年度は 

「③現在の状況」から確認ができます 
説明ページへ 

＜事業形態別に下記ファイルを登録＞ 

項目 個人事業主 法人 

製造 

原価 
製造原価報告書(作成されている方は必須) 

販管費

（内訳） 

青色申告決算書 又は 

収支内訳書(白色) (※1) 

販売費及び一般管理費

明細表（内訳） 

※1 損益計算書に添付したのと同じファイルで構いませんので、全ページ

添付をしてください。 

＜その他、必要なファイルがあれば登録＞ 

下記の場合は追加で提出が必要です。 

※賃金台帳は主たる事業実施場所のものを必ずご提出ください。 

大規模賃金引上枠の事業者が 

補助事業終了年度の報告を行う場合 

「補助事業終了年度の前年度」の賃金台帳 

 

【補助率等引上要件】の事業者が 

補助事業終了年度の報告を行う場合 

① 応募時点で直近の事業年度 

② 基準年度 

③ 補助率引上要件対象年度 

上記 3 年度分の賃金台帳 (※同一の年度がある場合は 2 年分) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

上記の年度については 

「③現在の状況」から確認ができます 
説明ページへ 
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＜損益計算書等ファイルのダウンロード及び削除について＞ 

損益計算書等のファイルが登録済みの場合、登録したファイル情報が表示され、ファイルのダウンロードや削除が行えます。 

 

 

 

 

 

 

※ 事業化の「有」「無」、製品等情報・原価算出表の「有」「無」に関係なく、報告対象年度における「損益計算書」「貸借対照表」 

「労働者名簿又は法人事業概況説明書」「賃金台帳(※1)」「製造原価報告書」「販売費及び一般管理費明細表（内訳）」を登録します。 

 

※1 賃金台帳について、事業類型が大規模賃金引上枠、成長枠【補助率引上要件】、グリーン成長枠（エントリー）【補助率引上要件】、

グリーン成長枠（スタンダード）【補助率引上要件】、成長分野進出枠（通常類型）【補助率等引上要件】、成長分野進出枠（GX進出類

型）【補助率等引上要件】、大規模賃金引上促進枠の場合には必須となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登録ファイルをダウンロードする場合は 

「ファイル名」をクリックします。 

【参考】〈PDF ファイルの作成手順例〉  Word・Excel・PowerPoint共通 

タイトル① 

タイトル③ 

 

タイトル① 

タイトル② 

登録ファイルを削除する場合は、 

削除をクリックします。 
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３－９．「⑦その他のデータ」の登録をする 

その他のデータの登録を行います。 

追加報告 Excel ファイルとして提出いただいていたものを本項目に追加いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「⑦その他のデータ」の「未入力」をクリックします。 

手順 1 

 

 

登録をクリックします。 

↓ 

登録確認画面で登録実行を 

クリックします。 

登録完了画面が表示された後、次

のステップへ進む場合は、 

⑧文書発信年月日登録へ進む を

クリックします。 

手順 4 

 

 

表示された内容をよくご確認いただき、チェックを入れてください。 

手順 3 

 

 

全項目を入力します。 

※項目の詳細は「黄色の？マーク」

にカーソルをあわせていただくと確認

することができます。 

入力した金額の確認をした

ら、チェックを入れてください。 

手順 2 

 

 

 
正しい内容を入力し、 

登録前に必ず確認をしてください  ! 
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３－１０．「⑧文書発信年月日」の登録及び報告書を印刷する 

「事業化状況・知的財産権報告書」の文書発信年月日を登録します。 

 

本システムに登録された「事業化状況・知的財産権報告書」は、ＰＤＦまたはExcelで出力（ダウンロード）できますので、

これをＡ４判で印刷し、保管しておきます。（修正を行う度に最新の情報をダウンロード下さい） 

 

※交付規程第１１条第２項に基づき、採択された事業計画に基づいた補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含

む。）の日の属する年度（補助事業者の決算年度。以下同じ。）の終了後５年間、情報の開示要求があったときは、いつで

も閲覧に供せるよう保存して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「文書発信年月日（報告書印刷）」の「未入力」をクリックします。 

登録をクリックします。 

手順 3 

 

手順 1 

 

 

＜「文書発信年月日」を入力＞ 

本日の日付を入力してください。 

手順 2 
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登録実行をクリックします。 

手順 4 

 

 

報告書ダウンロード（PDF）をクリックします。 

その後はファイルを開く、もしくは任意の場所にデータを保存し、Ａ４判で印刷して保管してください。 

※ 報告書は PDF及び Excel での出力が可能です。PDFを推奨しています。 

※ Ｅｘｃｅｌで出力する場合は、必ず全てのシートを印刷してください。 

 

手順 5 
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報告を完了する場合は報告完了を押下します。 

報告が完了すると登録内容の変更ができなくなります。 

必ず入力内容を確認し相違がなければ 報告完了 ボタンを押下ください。 

報告完了の押し忘れにご注意ください。 

登録・登録実行のみでは報告は完了していません！ 

手順 6 
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⑤本年度納付額の項目から、 

本報告内容に収益納付が発生しているかを再度ご確認ください。 
  

収益納付が発生している場合は、納付命令書が届き次第、 

当該命令書にしたがって期限内に納付しなければなりません。 

※収益納付が発生していない場合、下記ポップアップ画面は表示されません。45ページの手順 7に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポップアップに表示された内容、 

1. 事業化状況報告で補助事業による収益が生じたことが確認された 

場合は、補助事業者は納付命令に従って納付(収益納付)の義務が 

あることを理解しています。 

2. 「G本年度納付額」欄の収益納付が発生していることを確認しました。 

3. 「G本年度納付額」が 1円以上の際は、納付命令書が届き次第、 

当該命令書にしたがって期限内に納付いたします。 

をご確認頂いた上でチェックを入れてください。 

チェックを入れて 

承諾ボタンをクリックします。 



 

45 

 

 

 

 

アンケート未登録の場合                       アンケート登録済み（差戻し）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報告完了】  

 

 

 

 

【報告未完了】  

 

 

 

 

 

 

※ 上記 はい をクリック後、入力状況が報告完了になっていることをご確認ください。 

。 

報告を完了する場合、メッセージのはいをクリックします。 

※ アンケート未登録の場合は、はいをクリックすると「経営課題アンケート」画面が表示されます。 

アンケートにお答えいただき、登録することで報告が完了となります。 

※  アンケート登録済み（差戻し）の場合は、アンケートの再登録は不要のため、アンケートの画面は表示されません。 

はいをクリックすると報告が完了となります。 

手順 7 
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３－１１．「経営課題アンケート」を登録する  

事業化状況報告を完了する際に「経営課題アンケート」の登録を行ってください。 

「経営課題アンケート」は５年間、毎年登録していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で事業化状況報告が完了となります。 

ご登録いただいた内容を事務局で確認し、修正の必要がある場合はご連絡させていただきます。 

 

 

「１．経営課題・関心事項」につき、１つ以上選択します（複数選択可能）。 

「２．関心施策」は、経営課題・関心事項に対する関心施策について、１つ以上選択します（複数選択可能）。 

※ 「２．関心施策」で、「その他」を選択した場合は、具体的な関心施策を 30 文字以内で入力してください。 

手順 1 

経営課題アンケートを登録して報告を完了する場合は登録をクリックします。 

※ 登録をクリックすると登録内容の変更ができなくなります。 

登録前に必ず内容の確認をお願いします。 

手順 2 
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４．「事業化段階」を登録する 

次年度の事業化状況報告の報告期間が来る前に四半期ごとにご確認の上、採択された事業計画に基づいた補助事

業の事業化段階に更新があった場合は最新の事業化段階を登録してください。 

 

 

段階登録をクリックします。 

手順 1 
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以上で最新の事業化段階の登録が完了となります。次年度の事業化状況報告の報告期間が来る前に四半期ごとに

ご確認の上、採択された事業計画に基づいた補助事業の事業化段階に更新があった場合は最新の事業化段階を登

録してください。 

 

  

「事業化段階が更新された日」を入力します。 

手順 2 

最新の事業化「段階」を選択します。 

手順 3 

登録をクリックします。 

手順 4 

 

報告を完了する場合、メッセージのはいをクリックします。 

手順 5 

事業化段階を登録時に、前回と登録

内容が変わらない場合、こちらのポッ

プアップ画面が表示されます。 

段階に変更がある場合は内容を修正

頂き、変更が無い場合は閉じるをクリ

ックして画面を閉じて下さい。 
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<付録> 事業化状況報告シミュレーション（Excel）について 

※ 事業化状況報告シミュレーションは必須項目ではありません。 

 

＜概要＞指定の Excelファイルに売上額等の予想値を入力することで、収益納付額等が自動で計算されます。 

当年度の収益納付額だけでなく、補助事業終了年度の５年後まで収益納付額の計算が可能です。 

 

＜使い方＞登録状況の画面を下にスクロールし、右下にある「事業化状況報告シミュレーション Excel ファイルダウンロ

ード」ボタンをクリックしてください。 

 

※ 事業化状況報告シミュレーションで作成した Excel ファイルを事業化状況報告で添付していただく必要はありません。 

※ 算出後の事業化状況報告シミュレーションの Excelデータを本システムに取り込む（インポート）ことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「事業化状況報告シミュレーション Excel ファイルダウンロード」ボタンをクリック

して、Excel ファイルをダウンロードします。 

手順 1 
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ダウンロードした Excel ファイルを開くと、本システムに登録されている実績報告の内容（採択された事業計画に基づい

た補助事業に要した経費や補助金確定額）、前年度までの事業化状況報告の内容（本年度の入力を行えば本年度の内

容も）および財産処分申請の内容等が入力された状態になっています。 

 本システムに登録されたデータ部分          以外（黄色のセル内以外）は、設定されている計算式が解除されて

しまう可能性があり、正しい計算ができなくなりますので、編集は行えないようにしています。 

 

  

 

 

 

  黄色いセルの空欄箇所に売上額等の予想値を入力すると、収益納付額等が自動で計算されます。 

 （当年度の収益納付額だけでなく、補助事業終了年度の５年後までの収益納付額が計算できます。） 

 

 

 事業化状況報告シミュレーションは必須項目ではありません。 

 事業化状況報告シミュレーションで作成した Excelの添付は必要ありません。 

試算用のファイルですので、入力したデータを本システムに取り込む（インポートする）ことはできません。 

 

  

本システムに登録されている補助金確定額等が、予め表

示されています。データの編集は行えません。 

必須項目の入力をお願いします。 

手順 2 

入力内容に応じて、本年度納付額等が自動

で更新されます。 

事業化状況報告シミュレーションは、本システムで登録された内容に基づき、表示されます。 

補助金額未確定(実績報告未承認または未提出)の場合は未確定のメッセージが表示され、事業化状況報告シミュレーションの内

容は表示されませんので、補助金額確定後にご確認ください。 
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改訂履歴 

バージョン 公開日 改訂内容 

１．０ ２０２４年３月２９日 初版 

１．１ ２０２４年７月２９日 以下のページを追加、及び関連画面を修正 

・⑤本年度納付額の収益納付に関するポップアップ画面 

・⑦文書発信年月日（報告書印刷）の収益納付に関するポップアップ画面 

１．２ ２０２４年９月４日 「ＧビズＩＤ」の表記を「Gビズ ID」（アルファベットは半角）に修正、関連画面の修正 

１．３ ２０２４年１０月２９日 以下のページを追加 

・３－１１．「事業化段階」を登録する 

１．４ ２０２４年１２月６日 以下の関連画面を修正 

・決算年月日対応 

・③現在の取組状況に金額入力のチェックボックス欄追加 

・③現在の取組状況に人件費・減価償却費の小項目入力欄追加 

１．５ ２０２５年１月９日 以下を追加で記載 

・③現在の取組状況にて給与総額増加要件に該当する事業者の操作画面と説明文 

・③現在の取組状況にて補助率引上要件に該当する事業者の操作画面と説明文 

・⑥損益計算書等にて給与総額増加要件に該当する事業者の操作画面と説明文 

１．６ ２０２５年２月１４日 以下を追加 

・【３－６－１．「④製品等情報」を登録する(※の表記がある事業者向け) 】 の操作画面と

説明文 

・【３－６－２．「④製品等情報」を登録する(※の表記がない事業者向け) 】の操作画面と

説明文 

１．７ ２０２５年３月７日 以下の関連画面を編集 

・③現在の取組状況と④製品等情報のシステム画面の画像 

・【３－９．「⑦文書発信年月日」の登録及び報告書を印刷する】の操作画面と説明文 

１．８ ２０２５年３月２８日 以下の手順を編集 

・３－５．「③現在の取組状況」を登録する 

１．９ ２０２５年５月３０日 以下の手順を編集 

・３－３．「①事業化状況」を登録する 

以下を追加および関連画面を編集 

・３－９．「⑦その他のデータ」の登録をする 

２．０ ２０２５年７月９日 以下の手順を編集 

・３－５．「③現在の取組状況」を登録する 

３．０ ２０２５年１１月１１日 以下のページを追加、及び全体を修正し補足説明を追加 

・準備する書類について 

   

   

   

   

 

 


